
学校生活管理指導表（アレルギー疾患用） 記載のお願い 

 

 平素は児童生徒の健康管理にご協力頂きありがとうございます。 

学校におけるアレルギー疾患の対応は、「学校のアレルギー疾患に対する取り

組みガイドライン」に基づき対応をすることとされています。 

このたび、作成から１０年が経過したガイドラインが改訂され、「学校のアレ

ルギー疾患に対する取り組みガイドライン《令和元年度版》」が発行されました。 

これを受け、三重県教育委員会では「学校におけるアレルギー疾患対応の 

手引《令和２年度改訂》」を各学校・園に配付いたしました。（令和３年２月） 

基本的な対応方針の変更はございませんが、学校生活管理指導表が一部変更

となっております。 

 

【学校生活管理指導表の主な変更点】 

＜食物アレルギー＞ 

・原因食物の「診断根拠」の記載欄が、「除去根拠」に変更 

・「原因食物を除去する場合により厳しい除去が必要なもの」の欄が追加 

＜気管支ぜん息＞ 

・「重症度分類」の記載欄が、「症状のコントロール状態」に変更 

 

 

学校がアレルギー疾患のある児童生徒に適切な対応を行うためには、｢学校生

活管理指導表｣が基本となります。先生におかれましては、たいへんご多忙のと

ころ恐縮ではございますが、アレルギー疾患に関わる情報のご提供につきまし

て、どうかよろしくお願い申し上げます。「学校生活管理指導表」の記入方法に

つきまして、わかりにくい、とのご意見も賜っておりますので、別紙に、簡単

ながら留意点を記載させていただきました。ご参考にしていただけましたら幸

いです。 

 

アレルギー疾患のある子どもたちが安全に、また生き生きと学校生活を送る

ことができるよう、引き続きご協力・ご指導をよろしくお願い申し上げます。 

 

三重県教育委員会 
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